
地 域 再 生 計 画 

 

 

１ 地域再生計画の名称 

  とくしま・水のかがやき再生計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

  徳島市 

 

３ 地域再生計画の区域 

  徳島市の全域 

   

４ 地域再生計画の目標 

徳島市は、市の北部を流れる四国一の大河・吉野川と、その支流が育てた三角州に発達

した四国の東部に位置する徳島県の県庁所在地で、総面積１９１．３９㎢、人口２６６，

３９０人（平成１９年１２月１日現在）を有している。 

東部は紀伊水道に臨み、南部は山々の緑を背にした自然豊かな都市で、まちの象徴とも

いうべき眉山、城山が市の中心部にあるほか、吉野川をはじめとする大小あわせて１３８

もの河川が市内を流れている、水が豊かなまちである。特に、城下町時代の内郭であった

市の中心部については、新町川と助任川に囲まれた中州が上空から見るとひょうたんの形

に見えることから、市民から「ひょうたん島」の愛称で親しまれるなど、他都市にない景

観特性を持っている。 

本市では、このような特性を生かして水を生かしたまちづくりを進めているところであ

るが、生活排水については、市街地の一部を公共下水道により処理しているものの、かなりの

地域で単独浄化槽排水や未処理の生活雑排水を水路等に排出しているため、河川等の水質に悪

影響を及ぼしている状況にある。 
こうした問題に対応するため、１９４８（昭和２３）年から公共下水道事業に着手し、

中央処理区及び北部処理区の２つの区域で計画的に整備を進めてきており、２００４（平

成１８）年度末における管渠整備面積は約１，０５４ha となっている。また、１９８８

（昭和６３）年には、本市の行政区域のうち、園瀬川、勝浦川流域の八万、津田地域を対

象に、生活排水対策の一環として合併処理浄化槽の設置費補助制度を発足し、平成２年度

には、補助対象区域を、下水道法に規定する公共下水道許可区域を除く市の全域に拡大し

た。 

しかしながら、本市の汚水処理人口普及率は全国平均８２．４％に対し５９．５％と、

大きく下回っている状況であり、中でも、下水道処理人口普及率は、平成１８年度末での

全国平均７０．５％に対し、２７．９％と低調な状況にある。 

このため、平成１９年度に策定した第４次徳島市総合計画において、本市が目指す将来

像を「心おどる水都・とくしま」と定めるとともに、汚水処理の推進などによる「水のか



がやきの再生」を、特に優先的に取り組むリーディング・プロジェクトとして設定した。 

  そこで、汚水処理施設整備交付金を活用して、公共下水道及び合併処理浄化槽の整備を

効率的に行い、全国水準より低い汚水処理人口普及率を向上させるとともに、市民への意

識啓発を進めることで、「心おどる水都・とくしま」としてふさわしい、水のかがやきの

再生を目指すものである。 

 

【目標１】汚水処理施設の整備の促進（汚水処理人口普及率） 

  ５９．０％（平成１８年度） → ６５．０％（平成２２年度） 

【目標２】水環境を活かした観光地づくりの推進（ひょうたん島周遊船の乗船人数） 

 １８，４０７人（平成１８年度） → ２０，０００人（平成２２年度） 

 【目標３】水環境の保全に関する市民意識の高揚（出前環境教室への参加者数） 

      約１，２００人（平成１９年度見込み） → １，４００人（平成２２年度） 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

 

５－１ 全体の概要 

徳島市の汚水処理施設整備事業は、市中心部の市街化区域を中心に中央処理区・北部処

理区で構成される公共下水道で、また吉野川北岸の一部では、旧吉野川流域下水道で、そ

れぞれ集合処理による汚水処理を行い、これ以外の地区は浄化槽事業（個人設置型）によ

り汚水処理を行っていくこととしている。 

公共下水道については、中央処理区の整備はほぼ完了しているが、北部処理区は管渠整

備率４８％程度で、今後もさらなる整備促進を図っていく必要がある。（なお、現在の認

可は平成２４年３月まで。［平成１８年１２月２６日認可］） 

現在設置されている４万基弱の浄化槽のうち、合併処理浄化槽は７千基程度で、建て替

えによる設置分や単独浄化槽からの切り替えを合わせて、年間８００基程度を合併処理浄

化槽とするよう普及促進に努めていく予定である。 

  また、これらの汚水処理事業に加え、各家庭における生活排水対策の推進や出前環境教

室の開催、河川をテーマとしたイベントの実施などにより、水環境の保全に関する市民意

識の高揚を図ることとしている。 

 

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

 

整備箇所等は、別添の整備箇所を示した図面による。 

【事業主体】 

・ 徳島市 

【施設の種類】 

・ 公共下水道，浄化槽 



【事業区域】 

・ 公共下水道 徳島市南沖洲一・二・五丁目の一部（公共下水道認可区域） 

・ 浄化槽（個人設置型） 公共下水道事業認可区域以外の区域 

【事業期間】 

・ 公共下水道   平成２０年度～平成２１年度 

・ 浄化槽（個人設置型） 平成２０年度～平成２２年度 

【整備量】 

・ 公共下水道 計画人口    ７６人 φ２００～２５０ｍｍ Ｌ＝４４１ｍ 

※ 単独事業は、事業に付帯する路面の全面舗装をはじめ、グレードアップ等に係

る事業であるため、管渠の整備はない。 

・ 浄化槽   計画人口 １１，８４４人 

２，４００基 

（５人槽１，０６８基、６～７人槽９９０基、８～５０人槽３４２基） 

平成２０年度 ８００基 

平成２１年度 ８００基 

平成２２年度 ８００基 

【事業費】 

・ 公共下水道    事業費   ５４，０００千円 

（うち交付金  ２７，０００千円） 

単独事業費  ２０，０００千円 

・ 浄化槽（個人設置型） 事業費  ７０２，８４３千円 

（うち交付金 ２３４，２７９千円） 

・ 合計      事業費  ７５６，８４３千円 

（うち交付金 ２６１，２７９千円） 

単独事業費  ２０，０００千円 

 

５－３ その他の事業 

  ①「心おどる水都・とくしま」発信事業 

   ・新聞広告等により「心おどる水都・とくしま」に関する広報活動を実施するととも

に、ひょうたん島ＰＲ紙の作成・配布により、周辺の観光スポットやひょうたん島

周遊船を紹介し、市民・観光客へ「心おどる水都・とくしま」を周知・啓発 

  ②生活排水浄化対策事業 

   ・市民ボランティアによる生活排水推進員を設置し、生活排水についての学習会の実

施や地域イベントに川の汚れや生活排水対策コーナーを設けるなど、各家庭での生

活排水対策を推進 

  ③出前環境教室の開催 

   ・町内会や婦人会などの集まりに講師（職員など）を派遣し、水環境の保全への取り

組みや課題についての講演、廃油を使った石鹸やろうそくづくりを通じて、身近な



環境の保全を啓発 

  ④観光客誘致対策イベント事業 

   ・新町川周辺を巡る周遊船を運航しているＮＰＯ法人に対して補助金を支出するとと

もに、観光客に徳島を楽しんでもらう観光イベントを開催 

  ⑤吉野川フェスティバル開催費補助 

   ・吉野川クリーンアップ大作戦の実施や吉野川フェスティバルなど、吉野川の魅力を 

伝える多彩なイベントを開催している吉野川フェスティバル実行委員会に対して、

事業費の一部を補助金で支給 

⑥水と緑の推進事業 

   ・水と緑の基金の運用益を活用し、水と緑の図画コンクール、ファミリーハゼ釣り大

会、緑化フェア等の水と緑のフェスティバルを開催し、河川環境の向上と都市緑化

の推進を啓発 

 

６ 計画期間 

平成２０年度～２２年度 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

計画終了後に、４に示す数値目標に照らし状況を調査、評価し、公表する。また、必要

に応じて事業の内容の見直しを図るために、施設の整備状況等について評価・検討を行う。 

 

８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

該当なし 



○添付資料の一覧 
 
 
（付録１） 
      地域再生計画に含まれる行政区域を表示した図面 
 
（付録２） 

地域再生計画【とくしま・水のかがやき再生計画】の整備箇所図 
 
（付録３） 

地域再生計画【とくしま・水のかがやき再生計画】の工程表及び説明文書 
 
（付録４） 

地域再生計画の全体像を示すイメージ図 



 



 



徳島県徳島市

支援措置の名称 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

支援
措置

汚水処理施設整備交付金の活用

「心おどる水都・とくしま」発信事業

生活排水浄化対策事業

出前環境教室の開催

観光客誘致対策イベント事業

吉野川フェスティバル開催費補助

水と緑の推進事業

地域再生計画【とくしま・水のかがやき再生計画】の工程表

関連
事業

水
　
環
　
境
　
の
　
保
　
全

市民ボランティアによる生活排水推進員の設置
生活排水についての学習会の実施
地域イベントに川の汚れや生活排水対策コーナーを設置

新聞広告等により「心おどる水都・とくしま」に関する広報活動
を実施するとともに、ひょうたん島ＰＲ紙の作成・配布により、
市民・観光客へ「心おどる水都・とくしま」を周知・啓発

吉野川クリーンアップ大作戦の実施
吉野川フェスティバルなど、吉野川の魅力を伝える多彩なイベン
トの開催

水と緑の図画コンクール、ファミリーハゼ釣り大会、緑化フェア等
の水と緑のフェスティバルを開催
河川環境の向上と都市緑化の推進を啓発

新町川周辺を巡る周遊船を運航しているＮＰＯ法人に対して
補助金を支出するとともに、観光客に徳島を楽しんでもらう観
光イベントを開催

汚水処理施設の一体的整備

公共下水道：事業期間　平成２０～２１年度
浄化槽　　：事業期間　平成２０～２２年度

町内会や婦人会などの集まりに講師（職員など）を派遣
水環境の保全への取り組みや課題についての講演、廃油を
使った石鹸やろうそくづくりなどを実施



地域再生計画の工程表の説明 
 
 

○公共下水道 

公共下水道認可区域のうち平成２０度に南沖洲二・五丁目の一部について、管渠

（φ２００～２５０ｍｍ）Ｌ＝３０９ｍ、平成２１年度に南沖洲一丁目の一部

について、管渠（φ２００ｍｍ）Ｌ＝１３２ｍ整備を行い、合わせて汚水処理

人口７６人の普及を図る。 

 

○浄化槽（個人設置型） 

 徳島市の全域のうち、公共下水道事業認可区域以外の区域について、２，４０

０基（５人槽１，０６８基、６～７人槽９９０基、８～５０人槽３４２基）を

平成２０年度から平成２２年度にかけて整備を行い、汚水処理人口１１，８４

４人の普及を図る。 

 

○関連事業 

  ①「心おどる水都・とくしま」発信事業 

・新聞広告等により「心おどる水都・とくしま」に関する広報活動を実施すると

ともに、ひょうたん島ＰＲ紙の作成・配布により、周辺の観光スポットやひょう

たん島周遊船を紹介し、市民・観光客へ「心おどる水都・とくしま」を周知・啓

発を推進する。 

  ②生活排水浄化対策事業 

   ・市民ボランティアによる生活排水推進員を設置し、生活排水についての学習会

の実施や地域イベントでの川の汚れや生活排水対策コーナーの設置など、各家庭

における生活排水対策を今後も継続して推進していく 

  ③出前環境教室の開催 

・町内会や婦人会などの集まりに講師（職員など）を派遣し、水環境の保全への

取り組みや課題についての講演、廃油を使った石鹸やろうそくづくりを通じて、

身近な環境の保全を啓発 

  ④観光客誘致対策イベント事業 

・新町川周辺を巡る周遊船を運航しているＮＰＯ法人に対して補助金を支出する

とともに、観光客に徳島を楽しんでもらう観光イベントを開催する。 

  ⑤吉野川フェスティバル開催費補助 

   ・事業費の一部を補助している吉野川フェスティバル実行委員会による、吉野川

クリーンアップ大作戦や吉野川フェスティバルなど、吉野川の魅力を伝える多彩

なイベントの開催を継続していく。 

  ⑥水と緑の推進事業 

   ・水と緑の基金の運用益を活用し、水と緑の図画コンクール、ファミリーハゼ釣

り大会、緑化フェア等の水と緑のフェスティバルを開催し、河川環境の向上と都

市緑化推進の啓発を継続していく。 



 




